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新
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宅
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建
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引
業
法
に
よ
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行
政
処
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に
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い
て
の
公
開
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聴
聞
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…
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告

示
（
選
）

○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分

の
一
の
数
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の

八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総

数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を

超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
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…
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…
…
…
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○
優
良
映
画
等
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推
奨
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…
…
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…
…
…
…
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…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
都
民
安
全
推
進
部
若
年
支
援
課
）…
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
三
号

大
島
町
長
か
ら
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
五
年
十
二
月
十

五
日
付
け
で
同
町
の
区
域
内
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確
認
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

所
在

大
島
町
元
町
一
丁
目
地
先
公
有
水
面

二

面
積

一
二
、
七
八
三
・
七
七
平
方
メ
ー
ト
ル
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◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
四
号

小
笠
原
村
長
か
ら
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
五
年
十
二
月

十
五
日
付
け
で
同
村
の
区
域
内
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確
認

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
六
年
二
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

所
在

小
笠
原
村
母
島
字
静
沢
地
先
沖
港
港
湾
区
域
内
公
有
水

面

二

面
積

二
五
〇
・
三
三
平
方
メ
ー
ト
ル
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◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
村
山
都
市
計
画
緑
地
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

東
村
山
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
村
山
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
十
二
号
薬

師
山
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

東
村
山
市
多
摩
湖
町
一
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
六
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
六
年
二
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
六
年
三
月
一
日

午
前
十
時

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
令
和
住
販
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㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

羽
深

剛
士

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

世
田
谷
区
玉
川
田
園
調
布
二
丁
目
五
番
七
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
五
二
四
七
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
二
年
九
月
十
一
日

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
三
〇
、
四
九
四

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
四
〇
、
五
八
七

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１８,３２４

中
央
区
選
挙
区

４６,９３５

港
区
選
挙
区

６９,２２１

新
宿
区
選
挙
区

９１,７２３

文
京
区
選
挙
区

６１,９８９

台
東
区
選
挙
区

５８,１５４

墨
田
区
選
挙
区

７９,３４０

江
東
区
選
挙
区

１３８,５４１

品
川
区
選
挙
区

１１３,４８４

目
黒
区
選
挙
区

７８,３９１

大
田
区
選
挙
区

１７０,０８５

世
田
谷
区
選
挙
区

１９５,４２１

渋
谷
区
選
挙
区

６４,４１１

中
野
区
選
挙
区

９４,６８６

杉
並
区
選
挙
区

１４７,８１６

豊
島
区
選
挙
区

７７,３６８

北
区
選
挙
区

９７,０９６

荒
川
区
選
挙
区

５７,４１１

板
橋
区
選
挙
区

１４５,８６８

練
馬
区
選
挙
区

１６９,９８７

足
立
区
選
挙
区

１６１,７９５

葛
飾
区
選
挙
区

１２７,７５５

江
戸
川
区
選
挙
区

１５９,５２９

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,６６５

立
川
市
選
挙
区

５１,８６２

武
蔵
野
市
選
挙
区

４１,４８３

三
鷹
市
選
挙
区

５２,８４９

青
梅
市
選
挙
区

３７,２４３

府
中
市
選
挙
区

７２,３４０

昭
島
市
選
挙
区

３１,７２１

町
田
市
選
挙
区

１２０,６２７

小
金
井
市
選
挙
区

３４,６１２

小
平
市
選
挙
区

５４,０３９

日
野
市
選
挙
区

５２,３５８

西
東
京
市
選
挙
区

５７,３６７

西
多
摩
選
挙
区

６８,４４３

南
多
摩
選
挙
区

６７,５１０

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,８１０

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５７,２５１

北
多
摩
第
三
選
挙
区

９０,０２３

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,５８２

島
部
選
挙
区

６,７６３
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公

告

優
良
映
画
等
の
推
奨
に
つ
い
て

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
を
健
全
に
育
成
す
る
上
で
有
益
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と

お
り
推
奨
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

推
奨
番
号

種
類

名

称

制
作
者
等

推
奨
理
由

四
九
〇

映
画

リ
ト
ル
・
エ

ッ
ラ

Ｓ
ｎ
ｏ
ｗ
ｃ

ｌ
ｏ
ｕ
ｄ

Ｆ
ｉ
ｌ
ｍ
ｓ

／
Ｆ
ｉ
ｌ
ｍ

ｂ
ｉ
ｎ

青
少
年
を
健
全

に
育
成
す
る
上

で
有
益
で
あ
る

と
認
め
る
。

四
九
一

映
画

シ
ェ
ア
の
法

則

株
式
会
社
ジ

ャ
パ
ン
コ
ン

シ
ェ
ル
ジ
ュ

同
右
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